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○障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉

サービス事業者の指定（２件） （姶良・伊佐地域振興局取扱い）３
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鹿児島県告示第717号

鹿児島県青少年保護育成条例（昭和36年鹿児島県条例第65号）第９条第２項の規定により，

有害な図書等として次のとおり指定した。

令和４年10月４日

鹿児島県知事 塩田康一

指 定 指 定 年 月 指 定 指 定
書 名 発 行 所 指 定 理 由

番 号 日 種 別 箇 所

25411 令 和 ４ 年 雑 誌 ディアプラス 新 書 館 全 部 著 し く 青

９月26日 ９月号 16567-09 少 年 の 性 的

25412 ｐｅｔｉｔ Ｒｏｓｅ 秋 水 社 感 情 を 刺 激

Vol.58 08878-10 し ， そ の 健

25413 恋愛白書パステル 宙 出 版 全 な 育 成 を

10月号 19625-10 阻 害 す る お

25414 恋愛ＬｏｖｅＭＡＸ 秋 田 書 店 それがある。

10月号 12080-10

25415 金のＥＸ ＤＶＤ 大 洋 図 書

Vol.９ 68547-08

鹿児島県告示第718号

森林法（昭和26年法律第249号）第25条の２第１項の規定により，次のとおり保安林として

指定する。

令和４年10月４日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 保安林の所在場所

南さつま市大浦町字高尾丸20444番１，20444番４
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２ 指定の目的

水源の涵養
かん

３ 指定施業要件

 立木の伐採の方法

ア 主伐に係る伐採種は，定めない。

イ 主伐として伐採をすることができる立木は，当該立木の所在する市町村に係る市町村

森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

ウ 間伐に係る森林は，次のとおりとする。

 立木の伐採の限度

次のとおりとする。

（「次のとおり」は，省略し，その関係書類を鹿児島県環境林務部森づくり推進課及び南さ

つま市役所に備え置いて縦覧に供する。）

鹿児島県告示第719号

肝属郡肝付町岸良513番地３ 株式会社岸良水産代表取締役立本智栄美及び肝属郡肝付町岸

良1271番地２ 船間一義からなされた次の区域及び区分に係る漁業災害補償法（昭和39年法律

第158号）第108条第５項において準用する同法第105条の２第３項の規定による届出に係る同

法第108条第２項の同意は，同項に規定する要件に適合すると認める。

令和４年10月４日

鹿児島県知事 塩田康一

区域及び区分

１ 区域 肝付町岸良・船間区域（肝属郡肝付町大字岸良の地区）

２ 区分 雑魚定置漁業

鹿児島県告示第720号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により，

南大隅町から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和４年10月４日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 作業の種類 公共測量（空中写真撮影：数値地形図データファイルの作成）

２ 作業の期間 令和４年９月12日から令和５年３月17日まで

３ 作業の地域 南大隅町

鹿児島県告示第721号

測量法（昭和24年法律第188号）第39条において準用する同法第14条第１項の規定により，

大島支庁沖永良部事務所長から次のとおり公共測量を実施する旨の通知があった。

令和４年10月４日

鹿児島県知事 塩田康一

１ 作業の種類 公共測量（排水路の整備に係る路線測量及び用地測量）

２ 作業の期間 令和４年９月26日から令和５年３月20日まで

３ 作業の地域 与論町茶花地内

姶良・伊佐地域振興局告示第14号

児童福祉法（昭和22年法律第164号）第21条の５の３第１項の規定により，次のとおり指定

障害児通所支援事業者として指定した。

令和４年10月４日

姶良・伊佐地域振興局長 米盛幸一

事 業 所 申 請 者 障 害 児 通
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 所 支 援 の
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 種 類
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ハレルヤ 霧島市隼人町姫 一般社団法人あ 霧島市隼人町姫 下木 健治 令 和 ４ 年 放 課 後 等

城二丁目10番地 らいぶ 城二丁目10番地 ６ 月 １ 日 デ イ サ ー

ビ ス

姶良・伊佐地域振興局告示第15号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和４年10月４日

姶良・伊佐地域振興局長 米盛幸一

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

ハレルヤ 霧島市隼人町姫 一般社団法人あ 霧島市隼人町姫 下木 健治 令 和 ４ 年 生 活 介 護

城二丁目10番地 らいぶ 城二丁目10番地 ６ 月 １ 日

大隅地域振興局告示第31号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第

29条第１項の規定により，次のとおり指定障害福祉サービス事業者として指定した。

令和４年10月４日

大隅地域振興局長 清藤修

事 業 所 申 請 者 障 害 福 祉
指 定 年 月

主たる事務所の 代表者の氏 サ ー ビ ス
名 称 所 在 地 名 称 日

所在地 名 の 種 類

共生型ピアハウ 鹿屋市笠之原町 社会福祉法人隣 鹿屋市笠之原町 齋藤 鈴子 令 和 ４ 年 自 立 訓 練

ス 7401番地５ の会 7402番地５ ６ 月 １ 日 （ 生 活 訓

練 ） ・ 就

労 移 行 支

援

グループホーム 曽於市財部町南 株式会社あかり 曽於市財部町南 金田 淳一 令 和 ４ 年 共 同 生 活

ひだまり 俣3565番地１ 福祉会 俣3565番地１ ７ 月 １ 日 援 助

mitra 鹿 屋 市 白 崎 町 株 式 会 社 Ｓ ． 鹿屋市西原一丁 宮内 大 令 和 ４ 年 共 同 生 活

15－26 Ｍ．Ｇ 目18番25号 ８ 月 １ 日 援 助

鹿児島県公安委員会告示第108号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第20条第４項

の規定により申請のあった次の遊技機は，遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則（昭和

60年国家公安委員会規則第４号）第６条の遊技機の型式に関する技術上の規格に適合している

と認めた。

令和４年10月４日

鹿児島県公安委員会委員長 鑪野孝清

遊技機の種類 型式名 製造者の氏名又は名称 検定番号

ぱちんこ遊技機 ＰＡコマコマ倶楽部ｗｉｔｈ坂本 豊丸産業株式会社 2P0549

冬美ＶＶ１

ぱちんこ遊技機 Ｐ華牌ＲＲｗｉｔｈ清水あいりＬ 豊丸産業株式会社 2P0630

４

ぱちんこ遊技機 Ｐ華牌ＲＲｗｉｔｈ清水あいりＶ 豊丸産業株式会社 2P0892

３

ぱちんこ遊技機 Ｐ銀河鉄道９９９ＮＪＨ１ＡＺ３ 株式会社アムテックス 210120

公 安 委 員 会 告 示
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回胴式遊技機 ＬバキＬ３ 株式会社オリンピア 2S0749

回胴式遊技機 Ｌ ＨＥＹ！エリートサラリーマ 株式会社パオン・ディ 2S0855

ン鏡ＰＡ４ ーピー

回胴式遊技機 ＳもっとチバリヨＮＢ－３０ ネット株式会社 1S1924


